
令和５年４月プチ改定 

医療 DX の基盤 オンライン資格確認の導入の原則義務付け（保険医療機関及び保険医療

養担当規則に規定） 

経過措置（厚生支局への届出） 

令和４年１０月～ 初診時における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価 

問診票の標準的な項目（初診時の標準的な問診票の項目等）令和５年４月より点数見直し 

 

令和５年４月～１２月特例措置 

（１）医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置 

  現行 特例措置 

初診 マイナンバーカードを利用しない ４点 ６点 

 マイナンバーカードを利用する ２点 ２点 

再診 マイナンバーカードを利用しない ― ２点 

 マイナンバーカードを利用する ― ― 

調剤 マイナンバーカードを利用しない ３点 ４点 

 マイナンバーカードを利用する １点 １点 

（２）医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置 

 現行の加算 特例措置 

診療報酬 処方箋料の関係 

一般名処方加算１ ７点 

一般名処方加算２ ５点 

＋２点 

入院基本料等の関係（※入院初日） 

後発医薬品使用体制加算１（９０％） ４７点 

後発医薬品使用体制加算２（８５％） ４２点 

後発医薬品使用体制加算３（７５％） ３７点 

＋２０点 

処方料の関係 

外来後発医薬品使用体制加算１（９０％） ５点 

外来後発医薬品使用体制加算２（８５％） ４点 

外来後発医薬品使用体制加算３（７５％） ２点 

＋２点 

調剤報酬 調剤基本料の関係（特別調剤基本料を算定してい

る場合は８０／１００に相当する点数） 

地域支援体制加算１ ３９点 

地域支援体制加算２ ４７点 

地域支援体制加算３ １７点 

地域支援体制加算４ ３９点 

＋１点 

又は ＋３点 

 

 



① 一般名処方加算 

処方箋料 下記の追加の施設基準を満たしている場合 

一般名処方加算１ ７点 ＋２点 

一般名処方加算２ ５点 ＋２点 

追加の施設基準 

薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、

一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場

所に掲示していること 

➁後発医薬品使用体制加算 

（入院初日） 追加の施設基準を満たしている場合 

後発医薬品使用体制加算１（９０％）４７点 ＋２０点 

後発医薬品使用体制加算１（８５％）４２点 ＋２０点 

後発医薬品使用体制加算１（７５％）３７点 ＋２０点 

追加の施設基準 

（１）後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること 

（２）医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを

行う等適切に対応する体制を有していること 

（３）（１）及び（２）に体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を

変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、

当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること 

③外来後発医薬品使用体制加算 

 追加の施設基準を満たしている場合 

後発医薬品使用体制加算１（９０％）５点 ＋２点 

後発医薬品使用体制加算１（８５％）４点 ＋２点 

後発医薬品使用体制加算１（７５％）２点 ＋２点 

追加の施設基準 

（１）外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること 

（２）医薬品の供給が不足等した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応がで

きる体が整備されていること 

（３）（１）及び（２）に体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を

変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、

当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること 

 

 

 


